
京都会館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月３１日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都会館条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都会館条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 別表第２舞台設備の項中「１６，３９０」を「１８，０３０」に，「４，８８０」を「５，

３７０」に，「１，７３０」を「１，９１０」に，「５００」を「５５０」に，「６１０」を

「６８０」に，「１００」を「１１０」に，「３００」を「３３０」に，「２００」を「２２

０」に，「１，１２０」を「１，２４０」に，「５，０９０」を「５，６００」に，「６，１

１０」を「６，７３０」に，「４００」を「４４０」に，「７，２３０」を「７，９６０」

に，「２，４４０」を「２，６９０」に，「１４，７６０」を「１６，２４０」に，「７１０」

を「７９０」に，「１，０１０」を「１，１２０」に，「３，０５０」を「３，３６０」に，

「４，５８０」を「５，０４０」に改め，同表ピアノの項中「２７，５００」を「３０，

２５０」に，「１１，２００」を「１２，３２０」に，「６，５１０」を「７，１７０」に

改め，同表音響設備の項中「２，４４０」を「２，６９０」に，「４，８８０」を「５，３

７０」に，「１１，６１０」を「１２，７８０」に，「１，３６０」を「１，５００」に改

め，同表映像設備の項中「１０，１８０」を「１１，２００」に，「３，６６０」を「４，

０３０」に，「１，５２０」を「１，６８０」に改め，同表照明設備の項中「７１０」を「７

９０」に，「８１０」を「９００」に，「４，９９０」を「５，４９０」に，「１，１２０」

を「１，２４０」に，「３，０５０」を「３，３６０」に，「２，８５０」を「３，１４０」

に，「３６０」を「４００」に改め，同表回線設備の項中「９，５７０」を「１０，５３０」

に，「５，９００」を「６，４９０」に改め，同表楽屋設備の項中「４，０７０」を「４，

４８０」に，「２，０３０」を「２，２４０」に，「４，８８０」を「５，３７０」に改め，

同表その他の項中「２００」を「２２０」に，「７１０」を「７９０」に改め，同表備考２

中「準備」を「京都会館で行う催物の準備」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和５年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から

施行する。 

１１３



（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都会館条例施行規則の規定による付属設備の利用に係る料

金の承認の申請その他地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者に当該

料金を収受させるために必要な準備行為は，この規則の施行前においても行うことがで

きる。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の日前の申請に係る付属設備の利用に係る料金については，なお従前

の例による。 

（文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課） 

 


